
令和 7 年度書かないワンストップ窓口導入事業 

申請書作成用機器等購入特記仕様書 

 

○特記事項 

（１）仕様書記載の参考規格品以外の品で入札しようとする場合は、同等品又は同等品以上

とし、次によること。 

 

ア 同等品又は同等品以上とは、その機能、性能、規格等が最低限同等であって、使用上 

同一の需要を満たし、かつ定価が当該物品以上のものとする。 

 

イ あらかじめ、仕様書記載の町担当者まで承認願い（別紙指定様式）を提出し、承認を受

けること。なお、その仕様等及び仕様の条件等を満たすことが分かるカタログ等の書類

を添付すること。 

 

ウ 発注者は、願いを承認した場合は、全指名業者にＦＡＸにより連絡するものとする。 

 

【承認願提出期限 令和 7 年１１月２０日（木）１２時】 

 

エ 契約締結後、本件の仕様等を満たさないことが発見された場合は、無償で本件の仕様等 

を満たす品に交換すること。 

 

（２）質疑がある場合は、担当者まで書面（様式任意ＦＡＸ可）により提出すること。回答

は一括で行い、全指名業者にＦＡＸにより連絡するものとする。 

 

【質疑書提出期限 令和７年１１月２０日（木）１２時】 

 

（３）納品の日時、方法等については、町担当者と協議のうえ、指示に従うこと。 

 

（４）別途必要事項があれば協議の上、決定する。 

 

 

島根県邑智郡美郷町粕渕１６８番地     

美郷町役場住民課 担当：田原       

電話 0855-75-1213 FAX 0855-75-1505 


